
令和 ２年 ３月３１日   

   

   姫路市狩猟免許取得費用等助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、姫路市鳥獣被害防止計画に基づいて実施する有害鳥獣捕獲活動

（以下「有害鳥獣捕獲活動」という。）の従事者を確保するため、予算の範囲内に

おいて狩猟免許取得費用等助成金（以下「助成金」という。）を交付することに関

し、姫路市補助金等交付規則（昭和４３年姫路市規則第６０号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。） は、次の各号

の全てに該当する者とする。 

 ⑴ 姫路市内に住所を有する者（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律（平成１４年法律第８８号）第３９条第２項に規定するわな猟免許又は第一

種銃猟免許（以下「対象狩猟免許」という。）を取得した後に姫路市内に転入し、

当該取得した対象狩猟免許に係る猟法により姫路市内で実施する有害鳥獣捕獲活

動に従事する者を除く。）  

 ⑵ 姫路市が委託して実施する有害鳥獣捕獲活動に新たに従事する者（対象狩猟免

許のいずれかを有する者が、他の対象狩猟免許を新たに取得し、当該対象狩猟免

許に係る猟法により有害鳥獣捕獲活動に従事する場合を含む。）  

（助成対象事業） 

第３条 助成金の交付の対象となる事業は、助成対象者が姫路市が委託して実施する

有害鳥獣捕獲活動への参加とする。 

（助成金の対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次の

各号に掲げる費用とする。ただし、規則第４条の規定による申請の日の属する年度

の４月１日より３年以上前に発生したものを除く。 



⑴ 狩猟免許講習会受講料 

⑵ 狩猟免許試験申請手数料 

⑶ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号。以下「銃刀法」という。）

第４条第１項第１号に規定する猟銃の所持の許可に係る申請手数料 

⑷ 銃刀法第５条の３第１項に規定する講習会に係る受講手数料 

⑸ 次に掲げるいずれかの費用 

ア 銃刀法第５条の４第１項に規定する技能検定に係る申請手数料 

イ 銃刀法第９条の５第１項に規定する射撃教習に係る教習料及び同条第２項に

規定する射撃教習を受ける資格の認定に係る申請手数料 

 ⑹ 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令（昭和４１年

総理府令第４６号）第３条第１項に規定する猟銃用火薬類等の譲受けの許可に係

る申請手数料 

⑺ 兵庫県猟友会加入金及び支部加入金（同会及び同会支部に新たに加入する場合

に限る。）  

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、助成対象経費の合計額とし、千円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。ただし、助成金の額の上限は、９７，０００円とす

る。 

（市長が必要と認める書類） 

第６条 規則第４条第４号に掲げるその他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲

げるとおりとする。 

⑴ 狩猟免許講習会受講料領収書の写し又は受講を証する書類 

⑵ 猟友会加入金領収書又は加入金の納付を証する書類  

⑶ 対象狩猟免許に係る狩猟免状の写し 

⑷ 有害鳥獣捕獲許可証の写し 

⑸ 第一種銃猟免許の取得の場合にあっては、次に掲げる書類 

 ア 銃刀法第５条の３第２項に規定する講習修了証明書の写し 

イ 次に掲げるいずれかの書類 



（ア）銃刀法第５条の４第２項に規定する合格証明書の写し 

（イ）銃刀法第９条の５第５項に規定する教習終了証明書及び教習料に係る領収

書の写し 

 ウ 銃刀法第７条第１項に規定する許可証（猟銃の所持に係るものに限る。）の

写し 

２ 規則第４条第２号に規定する前年度決算書の提出は、要しない。 

３ 規則第１２条に規定する市長が必要と認める書類は、助成対象者が有害鳥獣捕獲

活動に従事したことが確認できる書類とする。 

（補則） 

第７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第２条及び第４条から第６条までの規定は、この要綱の

施行の日以後に行う交付の申請に係る助成金について適用し、同日前に行う交付の

申請に係る助成金については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、令和４年５月１７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第２条から第６条までの規定は、この要綱の施行の日以

後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、な

お従前の例による。 


